
- 1 - 

 

令和３年(2021 年)12 月 17 日 

議 案 資 料 

総 務 部 

 

 議案第109号 令和３年度 甲賀市一般会計補正予算（第10号）の概要  

 

■概 要 

  新型コロナウイルス感染症が長期化しその影響が様々なところに及ぶ中、国の経済対策を受

け、子育て世帯と住民税非課税世帯等に対し臨時特別給付金を支給するため、所要の補正を行

います。 

あわせて、住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業の繰越明許費を設定します。 

   

■補正予算額 

  ○補正後の額 ４５，４５８，８８８千円（うち一般財源 ２９，６１７，９３３千円） 

 

■補正予算の主な内容 

 
【歳入予算の補正】 

● 国庫支出金      １，７３０，９８２千円 
    ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費補助金  ９２８，６００千円 
    ・住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費補助金   ６０，８８２千円 

・子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金      ７４０，０００千円 

・子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金        １，５００千円 

     

【歳出予算の補正】 

 

 新型コロナウイルス感染症対策に係るもの 

 

● 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 ９８９，４８２千円（国989,482） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている住民税非課税世帯等に対し、１世帯 
あたり１０万円の給付金を支給するための経費を追加 
※繰越明許費を同時計上 
 

● 子育て世帯臨時特別給付金支給事業     ７４１，５００千円（国741,500） 

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に対し、子ども1人あたり 

５万円の給付金を追加で支給するための経費を追加 

 
【繰越明許費の補正】 

 ・追加 

● 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業  ４５，３１４千円 

補   正   額 
財  源  内  訳 

特 定 財 源 一 般 財 源 

１，７３０，９８２千円 １，７３０，９８２千円 ０千円 



事業名称

目的

対象者

事業概要

事業費

担当課  健康福祉部 福祉医療政策課

令和３年度一般会計補正予算（第10号） 新型コロナウイルス感染症対策事業の概要

 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業

 新型コロナウイルス感染症の影響が⾧期化する中、様々な困難に直面した方々が、

速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、１世

帯あたり１０万円の給付金を支給する。

① 基準日（令和３年12月10日）において世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が

非課税である世帯（住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除

く）

② ①のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入（令和３年１月以降令和

４年９月までの任意の１か月から推計）が減少し、①の世帯と同様の事情にあると認

められる世帯（家計急変世帯）

 住民税非課税世帯等臨時特別給付金  928,600千円（国庫10/10）

  ①住民税均等割非課税世帯 728,600千円（100千円×7,286世帯）

  ②家計急変世帯      200,000千円（100千円×2,000世帯）

 事務費  60,882千円（国庫10/10）

 ９８９，４８２千円
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事業名称

目的

対象者

事業概要

事業費

担当課  こども政策部 子育て政策課

令和３年度一般会計補正予算（第10号） 新型コロナウイルス感染症対策事業の概要

 子育て世帯臨時特別給付金支給事業

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯に対し、国が０歳～１８歳

までの子どものいる世帯に子ども１人あたり５万円の給付金を追加で支給する。

 児童手当（本則給付）の所得制限以下で０歳～１８歳までの子どもの保護者

 

 子育て世帯臨時特別給付金

      740,000千円（50千円×14,800人）（国庫10/10）

    事務費   1,500千円（国庫10/10）

 ■中学生まで：0歳～15歳（①のみ原則申請不要）

 ①９月の児童手当（本則給付）の受給者・・・6,123世帯  10,719人

 ②それ以外の者（公務員）・・・約１割  10,719人×0.1＝ 1,071人

 ■高校生世代：16歳～18歳（原則申請要）・・・  2,700人

 ③対象者へ通知し、保護者申請が原則。所得判定、審査し、申請された口座に

  振込。ただし、中学生以下の弟妹がいる場合は、①と同時に振込。

 ■新生児（原則申請不要）・・・310人（R3年9月～R4年3月出生者）

 ④出生届・児童手当認定請求時に説明し、審査後振込。

 ①の対象者には、年内に先行して子ども1人あたり5万円の現金給付を予定してい

 たが、子ども1人あたり10万円の現金一括給付に変更する（12/24支給予定）。

 ①以外は、令和4年1月から順次、子ども1人あたり10万円の現金一括給付を行う。

 ７４１，５００千円
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